
 

 

1．目的及び運営方針 

（１）特別養護老人ホームあおい（以下、「当施設」という。）は、介護保険法等関係法令に従った

施設サービス計画に基づき、看護等の医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療

と日常生活のお手伝い等の施設サービスを提供することで、入居者の能力に応じた日常生活を

営むことができるとともに、居宅における生活への復帰を目指すものとします。 

（２）当施設は入居者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立って介護老人福祉施設サービス

を提供するように努めるものとします。 

（３）当施設は常に明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

市町村・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとします。 

 

2. 施設運営法人 

（1）法人名     社会福祉法人 葵会 

（2）法人所在地   福岡県福岡市西区室見が丘 2 丁目 22 番 1 号 

（3）電話番号    092-812-5111 

（4）代表者氏名   理事長 田添 一正 

（5）設立年月日   平成 23 年 9 月 6 日 

 

3. ご利用施設 

（1）施設の種類   指定介護老人福祉施設 

           平成 24 年 8 月 1 日指定 福岡市 4071202677 号 

（2）施設の目的   要介護者が有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが

出来るよう支援する 

（3）施設の名称   特別養護老人ホーム あおい 

（4）施設の所在地  福岡県福岡市西区室見が丘 2 丁目 22 番 1 号 

（5）電話番号    092-812-5111 

（6）施設長（管理者）氏名    田添 加代子 

（7）開設年月日   平成 24 年 8 月 1 日 

（8）入所定員    80 人（入居 76 名 ショートステイ 4 名） 

（9）第三者評価の有無  無 
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4. 居室の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、ユニット個室です。 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている

施設・設備です。            

☆居室の変更：ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契

約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

 

 

5. 職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職員を

配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

（特養入所＋ショートステイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

静養室 1 室  

個 室 80 室 
8 ユニット 

（1 ユニット定員 10 名） 

合 計 81 室  

リビング 8 室  

浴室 9 室 機械浴・特殊浴槽あり 

医務室 1 室  

職種 員数 指定基準 

1. 施設長（管理者） 1 名 1 名 

2. 介護支援専門員 1 名 1 名 

3. 介護職員 24 名以上 24 名 

4. 生活相談員 2 名 1 名 

5. 看護職員 3 名以上 3 名 

6. 機能訓練指導員 1 名 1 名 

7. 医師 1 名 1 名 

8. 管理栄養士 1 名 1 名 



2 

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 勤務体制・職務内容 

1. 医師 毎週 木曜日 

9：30~11：30      1 名 

入居者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。 

2. 施設長 標準的な時間帯における最低配置人員 

9：00～18：00     1 名 

施設職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一

元的に行う。職員に必要な指揮命令を行う。 

3. ケアマネジャー 標準的な時間帯における最低配置人員 

9：00～18：00     1 名 

入居者の施設サービス計画を作成し、介護支援に関する業務

を行う。 

4. 生活相談員 標準的な時間帯における最低配置人員 

9：00～18：00     1 名 

入居者の生活相談、処遇の企画や実施を行う。 

5. 管理栄養士 標準的な時間帯における最低配置人員 

9：00～18：00     1 名 

食事の献立作成、栄養計算、入居者に対する栄養指導等を行

う。 

6. 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

7：00～16：00     8 名 

13：00～22：00     8 名 

22：00～ 7：00     4 名 

入居者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

7. 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

7：00～16：00     1 名 

10：00～19：00     1 名 

入居者の保健衛生並びに看護業務を行う。 

8. 機能訓練指導員 9：00 ～18：00    1 名 

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、その減退を防止す

る訓練を行う。 



3 

 

6. 当施設が提供するサービスと利用料 

（1） 介護保険の給付の対象となるサービス 

＜サービスの概要＞ 

○1 食事の介助、入浴、排泄の介助  ○5 口腔ケア 

②健康管理            ⑥更衣（起床時および就寝時） 

③日常生活上の相談及び世話    ⑦その他自立への支援 

④機能訓練 

 

＜サービス料金（１ヶ月あたり）＞ 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金と食費及び居住費の合

計金額をお支払いください。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。) 

第
３
段
階
① 

食費  一日あたり ￥650 

居住費 一日あたり ￥1,370 

月額利用料 ￥86,666 ￥89,168 ￥91,848 ￥94,385 ￥96,851 

第
２
段
階 

食費  一日あたり ￥390 

居住費 一日あたり ￥880 

月額利用料 ￥64,166 ￥66,668 ￥69,348 ￥71,885 ￥74,351 

第
１
段
階 

食費  一日あたり ￥300 

居住費 一日あたり ￥880 

月額利用料 ￥61,466 ￥63,968 ￥66,648 ￥69,185 ￥71,651 

※日常生活品の購入等に要する費用に関しては、自己負担していただきます。 

 

 

 

 

 要介護度 

1 2 3 4 5 

介護サービス費 

（月額） 

1 割 ￥26,066 ￥28,568 ￥31,248 ￥33,785 ￥36,251 

2 割 ￥52,131 ￥57,135 ￥62,495 ￥67,570 ￥72,502 

3 割 ￥78,197 ￥85,702 ￥93,743 ￥101,355 ￥108,753 

第
４
段
階 

食費  一日あたり ￥1,445 

居住費 一日あたり ￥2,066 

月額利用料 

1 割 ￥131,396 ￥133,898 ￥136,578 ￥139,115 ￥141,581 

2 割 ￥157,461 ￥162,465 ￥167,825 ￥172,900 ￥177,832 

3 割 ￥183,527 ￥191,032 ￥199,073 ￥206,685 ￥214,083 

第
３
段
階
② 

食費  一日あたり ￥1,360 

居住費 一日あたり ￥1,370 

月額利用料 ￥107,966 ￥110,468 ￥113,148 ￥115,685 ￥118,151 
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 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

保
険
給
付
費 

施設サービス費 670 740 815 886 955 

看護体制加算（Ⅰ） 4 4 4 4 4 

夜勤職員配置加算 18 18 18 18 18 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12 12 12 12 12 

精神科医定期指導加算 5 5 5 5 5 

サービス提供体制加算（Ⅱ） 18 18 18 18 18 

1 日単位数合計（A） 727 797 872 943 1,012 

単位数合計（A×30 日） 21,810 23,910 26,160 28,290 30,360 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 50 50 50 50 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 20 20 20 20 

1 月単位数合計（30 日分）（Ｂ） 21,880 23,980 26,230 28,360 30,430 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（C） 

（B×0.14） 
3,063 3,357 3,672 3,970 4,260 

1 か月の総単位数（D） 

（B+C） 
24,943 27,337 29,902 32,330 34,690 

保険対象費用総額 ① 

（D×10.45） 
￥260,654 ￥285,671 ￥312,475 ￥337,848 ￥362,510 

月額保険給付額     

② 

①×9 割 ￥234,588 ￥257,103 ￥281,227 ￥304,063 ￥326,259 

①×8 割 ￥208,523 ￥228,536 ￥249,980 ￥270,278 ￥290,008 

①×7 割 ￥182,457 ￥199,969 ￥218,732 236,493 ￥253,757 

利用者自己負担額 

（① －②） 

1 割 ￥26,066 ￥28,568 ￥31,248 ￥33,785 ￥36,251 

2 割 ￥52,131 ￥57,135 ￥62,495 ￥67,570 ￥72,502 

3 割 ￥78,197 ￥85,702 ￥93,743 ￥101,355 ￥108,753 

 

※その他、次の事項に該当される場合、上記の保険給付費に別途加算されます。 
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1. 初期加算 

 1 日 30 単位 

 入居から 30 日を限度として加算されます。それ以降は加算されません。 

 但し、30 日を超えて入院し退院された場合には、退院日から新たに 30 日を限度として加算さ

れます。 

 

2. 入院・外泊加算 

  1 日 246 単位 

  連続して 3 日以上入院・外泊された場合、月に 6 日間を限度として加算されます。 

 

3. 経口移行加算 

  1 日 28 単位 

  経管栄養により食事を摂取する方に対して、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく

栄養管理を行う場合に 180 日を限度として加算されます。 

 

4. 経口維持加算（Ⅰ） 

  1 月 400 単位 

  著しい誤嚥が認められる方に対して、継続して経口摂取を進めるために、医師の指示に基づ

く栄養管理を行う場合に 180 日を限度として加算されます。 

 

5. 経口維持加算（Ⅱ） 

  1 月 100 単位 

  誤嚥が認められる方に対して、誤嚥防止のため食事摂取を進めるために、医師の指示に基づ

く栄養管理を行う場合に 180 日を限度として加算されます。 

 

6. 口腔衛生管理体制加算 

 1 月 30 単位 

 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術

的助言及び指導を月 1 回以上行った場合に加算されます。 

 

7. 口腔衛生管理加算 

 1 月 90 単位 

 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月 4 回以上行った場合に

算定されます。 

 

8. 療養食加算 

  1 回 6 単位 

  医師の食事せんに基づく療養食を提供する場合に加算されます。 

 

 

 



6 

 

9. 看取り介護加算 

死亡日 45 日前～31 日前  1 日 72 単位 

  死亡日 4 日前以上 30 日前以下  1 日 144 単位 

  死亡日の前日及び前々日  1 日 680 単位 

  死亡日  1280 単位 

  医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方につい

て、本人及び家族とともに、医師・看護職員などが共同して、十分な説明を随時行い、合意

をしながらその人らしい看取りを支援した場合に加算の対象となります。 

 

10. 退所時等相談援助加算 

  退所前後訪問相談支援     460 単位 

  退所時相談援助加算      400 単位 

  退所前連携加算        500 単位 

  退所時に際して（病院、診療所への入院及び他の介護保険施設への入所を除く）相談援助を

行った場合にそれぞれ加算されます。 

 

11. 在宅復帰支援機能加算 

  1 日 10 単位 

  家族や指定居宅介護支援事業者に対して、退所後の居宅サービスの利用に関する調整等を行

った場合に加算されます。 

 

12. 在宅・入所相互利用加算 

 1 日 40 単位 

 あらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて当施設の居室を計画的に利用している者に対して

加算されます。 

 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を   

変更します。 

  ☆ご契約者が、6 日以内の入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく利用料金は、下記

の通りです。246 単位  

 

 

 

（2） 介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 理美容  実費 

② 日常生活上必要となる諸費用  実費 

③ 電気使用量 

（テレビ 53 円/日、ラジオ 53 円/日、電気毛布または電気あんか 108 円/日） 

④健康管理費（インフルエンザ予防接種等）    実費 

 1. サービス利用料金 2,570 円 

 2. 自己負担額（1 の 1 割） 257 円 
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日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

（3） 利用料金のお支払方法 

  前期①、②、③の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月 20 日までに以

下のいずれの方法でお支払いください。(1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金

は、利用日数に基づいて計算した金額とします。) 

（4） 入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な治療・入院治療を保証するも

のではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありませ

ん。) 

① 協力医療機関 

② 協力医療機関 

③ 協力歯科医療機関 

 

7. 施設を退居していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由が

ない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に 

該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居していただくことにな

ります。 

① 事務室窓口での現金払い 

② 下記指定銀行への振り込み 

西日本シティ銀行  千代町支店 普通預金 0497018 

口座名義  社会福祉法人 葵会 理事 田添 一正 

③ 口座振替（西日本シティ銀行ご利用者のみ） 

医療機関の名称 医療法人 福西会病院 

所在地 福岡市早良区野芥 1 丁目 2 番 36 号 

診療科 内科・循環器科・神経内科・消化器科・呼吸器科・外科・肛門科・

呼吸器外科・整形外科・泌尿器科・麻酔科・放射線科 

医療機関の名称 田北メモリーメンタルクリニック 

所在地 福岡市早良区室見 5-13-8 

診療科 精神科（老年精神科）・内科 

医療機関の名称 くわの歯科クリニック 

所在地 福岡市中央区渡辺通 2-7-14 パグーロ薬院 2F 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 事業者が解散した場合､破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した

場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 
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（1）ご契約者からの退居の申し出（中途解約・契約解除） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退居を申し出ることができます。そ

の場合には、退居を希望する日の 7 日前（※最大 7 日）までに解約届出書をご提出くださ

い。 

  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができます。 

（2）事業者からの申し出により退居していただく場合(契約解除) 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退居していただくことがあります。 

 

 

 

 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退居の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください。) 

⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照ください。) 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービ

スを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められ

る場合 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけられる恐

れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

① ご契約者が、契約締結時にその心身状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ

させた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 2 か月以上（※最低 2 か月）遅延し、

相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによっ

て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご契約者が連続して長期に病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院

した場合 

⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入居した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院し

た場合 

⑥ ご契約者又はご契約者の家族等からのサービス従事者に対する身体的暴力、精神的暴

力又はセクシャルハラスメントにより、サービス従事者の心身に危害が生じ、又は生

ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく

困難になった場合 
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*契約者が病院等に入院された場合の対応について 

当施設に入居中に、医療機関への入院の必要性が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

 

 

  ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の

状態、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助をご契約者に対

して速やかに行います。 

     

    

    

 

 

8. 残置物引取人 

 入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者のが引き取

れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

当施設は、「残置引取人」連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引き渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

※入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結することは

可能です。 

 

 

9. 非常災害対策について 

非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難・救出、その他必要な訓練を行います。ま  

た非常災害時の非常食を準備しております。 

 

 

 

 

 
 

           
  ①入院、6日間以内の短期入院の場合      

  退院後再び施設に入居することができます。 

  
但し、入院期間中の 6日間は所定の利用料金（1日あたり 約 257 円）をご負担いただき

ます、その後は、居住費の実費分をご負担いただきます。              

 
 
 

 

           

  ②7日以上入院の場合      

   

3 ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設入居することができます。但し、入院

に予定された退院日よりも早く退院した場合など、退院時にホームの受け入れ準備が整っ

ていない場合には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合が

あります。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 
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10. 緊急時の対応について 

 （1）当施設は、利用者に対し、嘱託医や施設看護師の医学的判断により受診・入院が必要と認

められる場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診察を依頼することがあります。 

（2）入居者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに嘱託医に電話連絡し

（平日 9～17 時）、指示を仰ぎます（それ以外の時間帯については後日報告し、情報の共

有を図ります。）。夜間、土日祝日については施設看護師の判断で協力医療機関等への受診

を検討します。また施設が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じま

す。 

 （3）嘱託医へ連絡するタイミングは、バイタル異常、意識レベル低下、顔色不良、脳梗塞疑

い、骨折疑い、嘔吐等、施設看護師が連絡します。 

（4）前項のほか、入居者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者が指定する者に対

し、緊急に連絡します。 

 

11. 事故発生時の対応について 

（1）サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な処置を講じま

す。 

（2）施設職員の判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力

歯科医療機関又は専門的機関での診療を依頼します。 

（3）前項のほか、当施設は利用者の家族等利用者が指定する者及び保険者の指定する行政機関

に対して速やかに連絡します。  

 

12. サービス提供の記録について 

当施設は、介護及び看護の提供に関する記録をつけ 5 年間保管します。当施設は入居者が記録  

の閲覧、写しを求めた場合には原則としてこれに応じるものとします。但し家族代表者・代理人

等に対しては、入居者の承諾その他必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

 

13. 苦情の受付について（12 ページ、13 ページ） 

（1）当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情解決責任者 施設長 田添 加代子 

   ○苦情受付窓口（担当者）  

      [職名]   生活相談員  山口篤、草場嘉憲 

     ○受付時間   毎週月曜日～金曜日  9：00～18：00 

  また、ご意見箱を受付に設置しています。 
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14. 看取り指針について（16～19 ページ） 

 

15. 身体拘束廃止について 

入居者に対し身体拘束その他入居者の行動を制限する行為は、行いません。但し、入居者等の

生命又は身体に危険がある場合は等緊急やむを得ない場合は、次のとおり対応します。 

・緊急やむを得ない場合に該当する場合は、身体拘束廃止委員会で検討します。 

・緊急やむを得ないと判断した場合は、家族等へその内容・目的・理由・拘束の期間等詳細に説

明し同意を得た上で行います。 

・拘束期間は、入居者の日々の心身の状態等を観察し記録します。 

・その要件に該当しなくなった場合は、速やかに身体拘束廃止委員会で検討し身体拘束を廃止し

ます。 

 

16. 虐待防止に関する事項 

当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じま

す。 

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。  

虐待防止に関する責任者   施設長 田添加代子 

（2）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも  

のとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（3）虐待防止のための指針を整備します。 

（4）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（5）サービス提供中に、当施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）  

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 
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17．施設利用にあたっての留意事項 

面会時間 9：00～20：00 

面会時には 1階事務室前の面会簿に必要事項を記入してください。

又、風邪症状やその他体調不良の方の面会はご遠慮ください。 

飲酒・喫煙 飲酒は原則として禁止となっております。 

喫煙については、ご家族面会時、所定の場所でお願いします。 

貴重品および金銭 貴重品及び金銭の盗難・紛失等については当施設では責任を負いか

ねます。原則としてご家族の方に管理をお願いします。 

宗教・政治活動 当施設内での他の入所者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮

ください。 

契約者及び契約者の 

家族等の禁止行為 

① 従事者に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす

行為）例：コップを投げつける/蹴る/唾を吐く 

② 従事者に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度に

よって傷つけたり、おとしめたりする行為）例：大声を発する/怒鳴

る/特定の従事者に嫌がらせをする/「この程度できて当然」と理不

尽なサービスを要求する 

③ 従事者に対するセクシャルハラスメント（意に沿わない性的誘

いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為）例：必要も

なく手や腕を触る/抱きしめる/あからさまに性的な話をする 
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苦情受付について 

 

 

1. 苦情解決責任者              施設長  田添 加代子 

連絡先：092-812-5111 

 

2. 苦情受付担当者 入居・ショートステイ   山口 篤・草場 嘉憲  

           デイサービス       森 亜紀子 

          

3. 第三者委員   明倫国際法律事務所  弁護士  田中 雅敏 

           連絡先：福岡市中央区天神 1 丁目 6 番 8 号 天神ツインビル 7 階 

                            ℡：092-736-1550 

 

              眞鍋 美代子 ℡：092-812-0414 

                       

【苦情解決の方法】 

① 苦情受付・・・苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。な

お、第三者委員に直接苦情を申し出る事もできます。 

受付時間：毎週月曜日～金曜日 9 時～18 時 

② 苦情受付の報告・確認・・・苦情受付担当者が受け付けた内容を解決責任者と第三者委員

（苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員

は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

③ 苦情解決のための話し合い・・・苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、

解決に努めます。その際苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができま

す。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次のように行います。 

ア：第三者委員により苦情内容の確認 

イ：第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ：話し合いの結果や改善事項などの確認 

④ すみやかに解決します。 

⑤ 苦情委員会で解決できない事項については、下記に申し出る事が出来ます。 

◎西区  保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-895-7063 

◎東区  保健福祉センター 福祉・介護保険課      電話：092-645-1071 

◎博多区 保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-419-1078 

◎中央区 保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-718-1145 

◎南区  保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-559-5127 

◎城南区 保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-833-4102 

◎早良区 保健福祉センター 福祉・介護保険課    電話：092-833-4352 

◎国民健康保険連合団                電話：092-642-7859 

◎福岡県社会福祉協議会『運営適正化委員会』     電話：092-915-3511 
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 4. 介護施設における高齢者虐待に関する行政の相談窓口 

   福岡市役所 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

   〒810-8620  福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 

    電話番号：092-711-4319  ＦＡＸ：092-726-3328 
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【苦情解決体制】 

 

 

                                                      

   

 

             

 

                  

 

       

 

 

 

 

 

苦情解決手順 

 

 

 

 

   

                

                                 

                                     

                                    

        

 

 

 

 

 

    

 

   

         

上記以外の手順も有り得ます 

 

利用者 

家族 

苦情 
苦情の内容 

意向の確認 

苦情受付担当者 

苦情・改善状況の報告 

第三者委員 

申立人 

利用者 

苦情解決責任者 

（施設長） 

苦情受付担当者 

ご

意

見

箱 

第三者委員（会） 

苦情解決責任者 

（施設長） 

話し合い 

立ち合いの要請 

苦情 

苦情 

内容意向の確認 

投書による苦情 

報告・相談 



16 

 

特別養護老人ホームあおい看取り指針 

 

1 当施設における看取りに関する考え方 

  ご入居者及びご家族が希望される場合には、加齢に伴う機能低下や病気による回復不能な

ど、ご入居者の容態が悪化された場合に、痛みや苦痛の症状の軽減に努め、穏やかで、安らか

な日々を過ごして頂くための精神的ケアを中心とした援助を行い、ご入居者の尊厳に十分配慮

しながら看取り介護を実施する。 

 

 

 

2 看取りの対象者 

 看取り対象者とは、以下の場合のご入居者とする。 

ご入居者もご家族も当施設内においての、｢看取り｣を希望しており、当施設の、次のような医

療体制を理解されている場合とする。 

 

①老衰、老化やがん末期に伴い、積極的な治療を希望しない場合や、必要としない場合 

②身体的な苦痛、呼吸苦、出血がない場合 

 

     ・夜間のケア従事者は介護職 

     ・医師の出勤は週に 1 日、1 回 2 時間であおい全体を往診 

     ・夜間においては、夜勤介護職員が夜間緊急連絡体制にもとづき看護師、医師       

      と連絡をとって対応する 

 

 

 

 

3 終末期の経過（時期、プロセス毎）とそれに応じた介護の考え方 

①医師の診断 

 医師が医学的知見に基づき回復の見込みが無いと診断した場合、医師からご家族へ説明を行

う。（医療機関への入院を希望する場合は、入院に向けて支援を行う。） 

 

②カンファレンス開催（必要に応じて複数回） 

 ご入居者やご家族の思いを十分に配慮し、人生最期の時間を大切に過ごすため、カンファレン

スを多職種協働で開催し、各専門職の役割や関わり方を明らかにする。 
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③看取り介護実施計画の作成（状態の変化に応じ随時変更） 

 出来るだけご入居者とご家族の意思を踏まえて作成する。計画書には以下のサービス内容が盛

り込まれる。 

項 目 内 容 

環境整備 室温、採光、換気、音楽、お花 

食事・栄養 食事形態、代替食、好物、水分量 

清潔 入浴、清拭、足浴 

排泄 排泄方法、排便コントロール 

疼痛緩和 ポジショニング、除圧の工夫、マッサージ 

精神的支援 訪室、声掛け、スキンシップ、ご家族の協力 

 

④看取り介護の実践 

 看取り介護は、特別なものでは無く日常的なケアの延長線上にあるものだが、最期の時間を一

緒に過ごすために、より手厚い介護が必要になる。また、血圧・脈拍数・呼吸速度・体温・動

脈血酸素飽和度（ＳＰＯ2）の測定値を記録しながら異変があれば医師・ご家族と連携を図る。

更にご家族へ介護の情報提供を行う。 

 

⑤死亡直前 

 看護師は、食欲低下や尿量の減少、喘鳴など死が近づくときの兆候を的確に把握し、必要に応

じて医師と連絡を取りながら状態を観察する。安楽なポジショニング、スキンシップなどによ

り全職員が協力して寄り添う。また、付き添うご家族は不安になるので、ご家族が落ち着いて

最期の時間を過ごすことが出来るよう、死亡直前に出る症状について説明し不安を取り除くこ

とに努める。 

 

⑥死亡時 

 医師の死亡診断後、ご入居者の尊厳を守るだけでなく残されたご家族が少しでも納得感や満足

感をもてるように死後の処置を一緒に行ったり、ご家族の話を傾聴したり、職員からの生前の

エピソードなどを語りながら、ともに悲しみを分かち合う時間を大切にする。 

 

⑦死亡後 

 退所手続き、ご家族が希望された場合には、通夜・葬儀等ご家族の気持ちが落ち着くところま

で支援する。また、振返りカンファレンスでは、亡くなられたご入居者を偲ぶとともに職員の

研修の機会にもなる。看取り介護の経過を振り返り気持ちの整理を付けたり、各専門職の良か

った点や職員が頑張った点などを明らかにし、今後の看取り介護に繋げる。 

 

4 看取りに際して行いうる医療行為の選択肢（当施設で可能な医療行為） 

①喀痰吸引（日中のみ） 

 鼻腔内、口腔内等から局所に溜まった喀痰を吸引装置で吸引する。 

②褥瘡のスキンケア 

 褥瘡治癒のため、洗浄・軟膏の塗布、ドレッシング剤等の使用。 
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③排便コントロール 

 坐薬、浣腸の使用。 

④高栄養剤（エンシュアリキッド） 

 食事が食べれなくなった場合の代替食の使用。 

 

延命処置（心臓マッサージ、ＡＥＤ、人工呼吸、輸血、点滴、酸素吸入）などは基本的に行わな

い。食事等を経口摂取出来なくなった場合も、経管栄養・ＩＶＨ（高カロリー補液）など行わず

対応することを基本とする。医療機関への緊急搬送や入院治療も行わずに、最後の瞬間まで施設

で安楽に過ごすことが出来るように対応する。なお、看取り介護実施後も、ご入居者及びご家族

の意思で、看取り介護を中止し、医療機関等で対応するなどの希望があれば、ご希望に応じた対

応に変更することとする。 

 

 

5 医師や医療機関との連携体制 

 看取り介護が開始された場合は、24 時間体勢で嘱託医のももち浜クリニックと線密に連絡を取

る。また、当施設の看護師とも 24 時間の連絡体制（オンコール）を確保している。 

 

 

6 入居者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

①ホームでの看取り同意書 

 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した時点で交わす

書類。その後に予想される身体的変化や施設での対応について施設側が説明し、ご入居者やご

家族が確認・同意したことを示す。 

②看取り介護実施計画書 

 ご入居者やご家族の希望を最大限に尊重し、看取り介護の目標の設定、多職種の役割分担を明

確にする。 

③看取り介護・経過説明書 

 ご入居者の状態の説明を行う。 

 

 

7 家族への心理的支援に関する考え方 

 終末期は、ご入居者やご家族の気持ちが揺れ動くことが多く、不安なことも多いため意思決定

を急かさず、ご入居者の状態に応じて施設として柔軟に対応出来ること、一旦決めたことでも

いつでも変更できることを伝えておくことが重要である。 

 また、ご家族にとってつらい別れの中でも、最期に「出来る限りのことができた」と思って頂

けるように支援していくことが大切である。死後の処置の際に、悲しみやつらい気持ちをご家

族と分かち合い寄り添って行うことが、ご家族にとってグリーフケア（悲観への支援）にもな

る。 
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8 看取り介護を受けるご入居者に対する施設職員の具体的な対応方法 

 ①管理者 ・総括 

 ②医師  ・終末期ケアの移行段階の判断 

      ・家族への説明 

      ・緊急時や夜間時の対応と指示 

      ・死亡確認、死亡診断書の作成 

 ③看護師 ・全身状態の観察（苦痛の緩和に努める） 

      ・医師との連携 

・医療行為 

・介護職員への指導、教育、支援 

・家族への支援 

・緊急時や夜間時の対応 

・エンゼルケア 

④介護支援専門員、生活相談員 

      ・ホームでの看取り同意書の説明 

      ・看取り介護実施計画書の作成 

      ・ご家族への情報提供 

      ・カンファレンスの開催 

 ⑤介護職員 

      ・きめ細やかな食事、排泄、清潔保持の提供 

      ・身体的、精神的な緩和ケア 

      ・状態観察と看護師との連携. 

・エンゼルケア 

 ⑥栄養士 

      ・状態にあった食事の提供 

      ・代替食（補助食品等）の情報提供 

⑦機能訓練指導員 

      ・安楽なポジショニング 

      ・拘縮予防、マッサージ 

      ・褥瘡予防 

 

 

9 看取りに関する職員教育 

よりよい看取り介護を行うために、研修等により死生観教育を実施し､看取りの理解を深める

ことに努めます。 

 ①看取り指針 

 ②死生観 

 ③看取り期に起こりうる症状と変化 

 ④夜間及び緊急時の対応 

 ⑤チームケアの充実 

 ⑥家族支援 
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オンコール対応指針及びマニュアル 

 

1. 目 的 

    この指針は当施設の入居者及び､ショートステイご利用者が安全に安心して過ごすことがで

きるよう、24 時間を通して緊急時、急変時や容態悪化に対応がとれることを目的とする。 

    当施設では看護師が常に 24 時間のオンコール体制です。 

 ご利用者の緊急時、急変時についても 24 時間を通して対応できる体制を整えております。夜

間についても緊急連絡体制にもとづき夜間勤務職員、看護師、医師との間で連絡をとり緊急

対応を行います。 

 

 

2. 重度化体制 

（1）医療との連携体制 

    ①重度化に伴う医療ニーズに答えるため、協力医療機関と日常的に必要な連携体制を確保

します。 

    ②協力医療機関との連携 

        医療法人 福西会病院        福岡市早良区野芥 1 丁目 2 番 36 号 

    田北メモリーメンタルクリニック   福岡市早良区室見 5-13-8 

    ③看護体制 

      常勤の看護師を配置し日常的に健康管理にあたります。 

また、夜勤帯等看護師不在の場合でもオンコール体制により、24 時間対応可能な体制を

とります。 

 

 

 3. 対象者 

     ○特別養護老人ホームあおい 入居者 

     ○ショートステイあおい 利用者 
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4.夜勤帯の介護職員オンコール対応について 

 

 ｢オンコールの目安｣ 

 

 ○体温：38 度以上は報告する 

  

○血圧：（最低血圧）原則として 40 以下 120 以上は報告する 

（最高血圧）原則として 90 以下 150 以上は報告する 

 

 ○呼吸：原則として 10 回／分 以下は報告する 

 

○脈拍：原則として 40 回／分 以下は報告する 

 

○ＳＰＯ2： 95%以下は報告する 

 

 ○その他・・・下記の状況があるとき報告する。 

冷汗、チアノーゼ、浮腫、意識混濁 

    四肢がだらりとしている。呼吸が浅い 

 

 

①連絡を受けた看護師は状況を把握した上で、状況に応じて必要時には、施設からの緊急呼出し

に応じて出勤する。 

②状況によっては嘱託医に指示を仰ぎ、協力病院へ搬送を行う。 

③夜間看護体制は別紙の表に定める。 

 

 

5.緊急時責任者は医務室主任とする。 
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個人情報に関する基本方針 

 

社会福祉法人葵会 特別養護老人ホームあおい(以下、｢法人｣という)は､利用者等の個人情報

を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わる者の重大な責任と考えます。 

法人が保有する利用者等の個人情報に関し適切な取扱に努力するとともに、広く社会からの

信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関する法令その他関係法令

及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ります。 

記 

 

1. 個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

 ①個人情報の取得にあたり､利用目的を明示した上で､必要な範囲の情報を取得し、利用目的を

通知または公表し、その範囲内で利用します。 

  

 ②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

 

 ③法人が委託する医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚生労働

省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に

係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

2. 個人情報の安全性確保の措置 

 ①法人は､個人情報保護の取り組みを全役員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規則

類を整備し､必要な教育を継続的に行います。 

 

 ②個人情報への不正アクセス､個人情報の漏えい、滅失､またはき損の予防及び是正のため､法人

内において規則類を整備し､安全対策に努めます。 

 

3. 個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除､第三者提供の停止等への対応 

  法人は､本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・削除、第三者提供の停止等

申し出がある場合には､速やかに対応します。それらを希望される場合には､個人情報相談窓

口( ☎092-812-5111 )までお問い合わせください。 

 

4. 苦情の対応 

 法人は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し､適切かつ迅速対応に努めます。 

社会福祉法人   葵会  

理事長    田添 一正 

特別養護老人ホーム あおい 

施設長   田添 加代子 
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〖利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〗 

 1. 施設内部での利用目的 

  ①施設が利用者等に提供する介護サービス 

  ②介護保険事務 

  ③介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

      ・入退居等の管理 

      ・会計､経理 

      ・介護事故､緊急時等の報告 

      ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

2. 他の介護事業者への情報提供を伴う利用目的 

 ①施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

     ・利用者に居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議

等)、照会への回答 

     ・その他の業務委託 

     ・利用者の診療等に当たり､外部の医師の意見・助言を求める場合 

     ・家族等への心身の状況説明 

 ②介護保険事務のうち 

     ・保険事務の委託(一部委託含む) 

     ・審査支払い機関へのレセプトの提出 

     ・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

 ③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

 1. 施設の管理運営業務のうち次のもの 

      ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

      ・施設等において行われる学生等の実習への協力 

      ・施設において行われる事例研究等 

 2. 他の業者等への情報提供に係る利用目的 

     施設の管理の管理運営業務のうち 

      ・外部監査機関､評価機関等への情報提供    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


